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氏　名
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 当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①

②

③

④

（日本産業規格　Ａ列４番）

（第１面）

特別管理産業廃棄物処理計画書

奈良市西大寺北町４－４－１

社会医療法人健生会 理事長 横山知司

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

０７４２－９３－６０４０

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の２第10項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物の
減量その他その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 社会医療法人健生会土庫病院

事 業 場 の 所 在 地 大和高田市日之出町１２番３号

計 画 期 間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日

事 業 の 種 類 　医療業

事 業 の 規 模 　１９９床

従 業 員 数 　４５０名

特別管理産業廃棄物
の一連の処理の工程

　全処理委託



特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（管理体制図）

特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（ 令和６ 年度）実績】

t t

（これまでに実施した取組）

【目標】

ｔ ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の分別に関する事項

（第２面）

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

排 出 量 85

新型コロナウイルスの５類引き下げに伴う感染性廃棄物排出量削減の取
り組み。

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

排 出 量 80

適切な感染性廃棄物管理をすすめることと合わせ、排出量の削減をめざ
す。

（分別している特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

血液等の付着した感染性廃棄物をバイオハザードマークの付いたプラス
チック容器に分別し、特別管理産業廃棄物保管庫にて保管。

(今後分別する予定の特別管理産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

現状維持。

　　　　院　長
　　　　　↓
　　　　事務長
　　　　　↓
　感染性廃棄物排出廃場
　　　　責任者

 ①現状

 ②計画

①現状

②計画



自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項

年度）実績】

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t t

t t

（今後実施する予定の取組 ）

（第３面）

【前年度（

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 再 生 利 用 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

【前年度（

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量した
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 熱 回 収 を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

自ら中間処理により減量する
特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 量

①現状

②計画

①現状

②計画



自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項

年度）実績】

t ｔ

（これまでに実施した取組）

【目標】

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（ 令和６ 年度）実績】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（これまでに実施した取組）

（第４面）

【前年度（

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 埋 立 処 分
を 行 っ た
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

自 ら 埋 立 処 分
を 行 う
特別管理産業廃棄物の量

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

全 処 理 委 託 量 85

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

85

①現状

②計画

①現状



【目標】

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

t ｔ

（今後実施する予定の取組）

年度）実績】

（今後実施する予定の取組等）

　　※事務処理欄

（第５面）

特別管理産業廃棄物の種類 感染性廃棄物

80

感染性廃棄物の適切な管理をすすめるとともに排出量の削減の取り組み

【前年度（

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

全 処 理 委 託 量 80

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への
処 理 委 託 量

排 出 量

（ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。）

電子情報処理組織の使用
に関する事項

49.03 ｔ

②計画

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量


